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平成 29年度採用　豊岡市職員募集
SPI を導入！ 民間志望の方も受験しやすくなりました !!

申込期間 ８月５日（金）～ 19日（金）

職種 採用予定人員 受　験　資　格
一般事務職Ⅰ
（教養試験枠） ８人程度 平成２年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校以上の学校を

卒業した人または平成29年３月末までに卒業見込みの人
一般事務職Ⅱ
（ＳＰＩ枠） ９人程度 昭和58年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校以上の学校を

卒業した人または平成29年３月末までに卒業見込みの人

土木技術職 ４人程度
昭和61年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校以上の学校に
おいて、この職に必要な専門課程を修めて卒業した人または平成29年３月末
までに卒業見込みの人

保健師 ２人程度 昭和56年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を有する人または平成29年３
月末までに同免許を取得見込みの人

保育士
幼稚園教諭 ５人程度

昭和56年４月２日以降に生まれ、保育士資格および幼稚園教諭免許（１種ま
たは２種）を併せて有する人または平成29年３月末までに同資格および同免
許を取得見込みの人

技能職 ２人程度 昭和56年４月２日以降に生まれ、大型自動車免許または中型自動車免許（８
トン限定中型免許は不可）を有する人

消防職 ３人程度

平成３年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校以上の学校を
卒業した人または平成29年３月末までに卒業見込みの人で、次の要件を全て
満たす人
①視力が両眼とも1.0以上（矯正視力を含む）であること
②色覚、聴力、言語、運動機能その他身体の機能に消防職としての職務遂行
上支障がないこと

本年度の主な変更点
一般事務職の第1次試験に「SPI3（総合能力試
験）」を導入
▼一般事務職の試験を選択制とし、一般事務職
Ⅰを従来どおり教養試験を実施する「教養試
験枠」、一般事務職ⅡをSPI３を実施する「SPI
枠」とします。

▼一般事務職Ⅰは従来どおり豊岡市内の試験会
場で、一般事務職Ⅱは大阪など全国のテスト
センターで第１次試験を実施します。

※一般事務職Ⅱの第１次試験は、豊岡市内の試
験会場では実施しません。

▼年齢制限の上限を一般事務職Ⅰは26歳、一般
事務職Ⅱは33歳とし、26歳までの方は一般事
務職Ⅰまたは一般事務職Ⅱの選択制とします。
▼一般事務職については、これまで
第１次試験で実施していた作文試
験および適性検査を第２次試験で
実施します。
技能職の資格要件の変更
　「大型自動車免許を有する人」から「大型自動
車免許または中型自動車免許（８トン限定中型
免許は不可）を有する人」に変更します。
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競
り
売
り

▼
参
加
申
込
期
間　

8
月
18
日

（
木
）午
後
1
時
〜
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時

▼
競
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